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社会福祉法人 礼文福祉会 

 理事長 成 田 秀 勝 

 

◎基本理念 

『利用者及び人格の尊重』 

１. 利用者の人格を尊重し、生活および介護の質の向上をモットーに、自立支援を目標にし

たサービスを提供します。 

２．地域社会の社会福祉に貢献するため交流できる場を提供し、医療・保健・福祉との連携

を深め、様々な情報を公開することにより開かれた施設を目指す。 

３．介護技術、施設整備、従業者研修等において、それぞれの専門性を高め選ばれる施設を

目指します。 

 

◎法人の事業 

 社会福祉事業 

  第１種 特別養護老人ホーム礼宝園  定員３０名 

  第２種 礼宝園老人短期入所生活事業 定員 ３名 

      デイサービスセンター礼宝園 定員１５名 

 公益事業 老人福祉寮         定員 ５名 

      地域支援事業 生きがいデイサービス  

             生きがい短期入所生活介護 

 

◎評議員（現員８名） 

定時評議員会 ６月（必要がある場合は随時開催する。） 

◎理 事（現員７名） 

定例理事会 ６月・８月・１２月・３月（必要がある場合は随時開催する。） 

  ◎監 事（現員２名） 

   監事監査は、次のとおり開催する。 

（1） 決算監査 ６月 

（2） 例月監査 ４月～６月分 ８月  ７月～９月分 １２月 

１０月～１２月分 ３月  １月～３月分 ６月 

 

◎ 基本方針 

（1）利用者中心のサービスの実践 

① サービスマナーの向上 

サービスの基本である接遇マナー（挨拶・笑顔・丁寧な言葉遣い等）を職

員一人ひとりが十分に意識し、サービス向上に努める。 

② 「看取りに関する指針」に基づき、人生の最終段階における介護をどこで看 

取るのか、ご本人、ご家族、医師及び施設スタッフと十分協議し決定し、

ご本人及びご家族が望まれるケアを提供できるよう努める。 



また職員が不安なく看取り介護に取り組めるよう体制作りを進める。 

③ リスクマネジメントの徹底 

ア「身体的拘束等の適正化のための指針」に基づき、利用者または他の利用者

等の生命または身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為を行わないことを職員に徹底すると

ともに、身体的拘束適正化検討委員会を定例開催する。 

イ「事故発生防止のための指針」に基づき事故発生防止委員会の定例開催を行

い事故防止体制の強化に努める。 

エ ヒヤリハット、事故報告書の分析結果に基づいて立てられた予防策につい

て定期的に検証、見直して再発予防に努める。 

オ「 感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針」に基づき、感染防止

対策委員会を定例開催するとともに感染症管理体制を強化する。 

カ 感染症発生時には直ちに委員会を開催し、対応策を協議して感染拡大を防

止する。 

キ「褥瘡発生予防に関する指針」に基づき、発生予防に対する体制を整備し、

多職種協働によるチームケアの推進を基本とし、褥瘡対策委員会を定例開

催する。 

ク「苦情受付担当窓口」を設け、利用者及びご家族等からの苦情に速やかに対

応し、解決を図る。 

④  ケアマネジメント体制の充実 

ア 介護保険法の趣旨に則り、利用者のニーズに沿いつつ、利用者が尊厳を保

持し有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、個別サービ

ス計画（施設サービス計画）を多職種協働で作成し、計画に沿ったサービ

スを提供する。 

イ 各個別サービス計画が日々の生活の中でどれだけ有効に展開されているか

評価・モニタリングを適切に実施し、アセスメントを見直し、個別ケアの

充実を図る。 

 

（2）地域との協働と社会貢献 

   ① 地域との連携体制 

    ア 地域包括支援センターや居宅介護支援のケアマネージャーと連携を密に

し、要介護者、増えつつある認知症の方の支援をしていく。 

    イ 各自治会、礼文町社協、地域の小中学校、高等学校の福祉教育への協力、

地域の夏祭り等のイベントの協力や施設開放により地域社会資源としての

役割を果たす。 

    ウ ボランティアや小中高等の職場体験を積極的に受け入れる。 

    エ 生計困難者に対する負担軽減を実施する。 

    オ 災害など緊急時には地域の独居等の高齢者の避難を受け入れる。 

    カ ホームページで施設情報を公開する。 

 

（3）職員研修体制の充実 

① 「職員研修計画」に基づき、研修体制の充実を図る。 



   施設内外の研修に積極的に参加し、専門職として自覚を持ちサービスの向上

を図る。 

ア 新任職員及び中途採用職員の研修（各指針・医療・介護の説明） 

イ 医療等研修（医療器具の取扱い・高齢者の身体について） 

ウ 身体拘束廃止及び虐待予防研修 

エ 感染症予防研修会（食中毒・新型コロナウイルス・11月頃からのインフル

エンザ・ノロウイルス等） 

オ スキルアップ研修会（介護技術研修含む） 

カ 認知症介護等研修会 

キ リスクマネジメント研修 

ク 業務推進委員会 

 

(4) 安定的な経営基盤の確保     

① 収入の確保と経費節減 

ア ベッド利用の稼働率 97.5%（ショートステイ 70％）を確保するために、利

用者の入退所を円滑に行う。 

イ 厚生労働省の指針にのっとり、重度要介護者を受け入れ、平均介護度 4.0以

上を目指す。 

ウ 節電に努め不要箇所の消灯を徹底する他、光熱水費の節減を図る。 

② 施設・設備の更新 

基板設備の耐用年数に留意し、施設機能維持のため計画的な機器の改修・更新

や建物の維持管理に努める。 

③ 防災対策の推進 

「礼文福祉会消防計画」及び「非常災害対策計画」に基づき、災害発生時に利用

者や職員の避難を最優先し、安全を確保する。また避難所等に必要な物資を確

保することに努める。 

④ 人材確保 

    ア 各専門学校への訪問、求人票の送付、ハローワーク・紹介会社・広告の媒

体・インターネットの活用等により介護・看護・栄養士（調理員）を確保

する。 

イ 外国人技能実習生の受け入れの準備をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


